
平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定

一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
届

一

土
地
改
良
事
業
の
施
行
認
可

一

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
同
意

二

入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可

二

道
路
の
位
置
指
定

二

公

告

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援

二

事
業
者
の
指
定

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居

二

宅
支
援
事
業
者
の
指
定

知
的
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居

三

目

次

ペ
ー
ジ

宅
支
援
事
業
者
の
指
定

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関

四

す
る
公
告

改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
実
施

四

基
本
測
量
の
実
施
の
通
知

五

基
本
測
量
の
終
了
の
通
知

五

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
容
積
率
等
の
指

五

定
に
係
る
公
聴
会
の
開
催

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

七

右

同

七

個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
公
営
施

八

設
の
指
定

奈
良
県
告
示
第
六
十
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指

定
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

告

示

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

松
田
内
科
医
院

北

城
郡
広
陵
町
大
塚
五
二

二

平
成
十
五
年
四
月
九
日

奈
良
県
告
示
第
六
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
郷

土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
、
同
土
地
改
良
区
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

退
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

鍛
冶
本

義
治

宇
陀
郡
大
宇
陀
町
本
郷
一
九
九
九

二

二

就
任
役
員
の
役
名
、
氏
名
及
び
住
所

理
事

鍛
冶
本

英
俊

宇
陀
郡
大
宇
陀
町
本
郷
五

八

奈
良
県
告
示
第
六
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
か
ら
申
請
の
あ

っ
た
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

申

請

者

事

業

名

地

区

名

薬
水
地
区
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行

代
表
者

米
田
カ
ネ
子

ほ
場
整
備
事
業

薬
水
地
区



奈
良
県
告
示
第
六
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
榛
原
町
営
土
地
改
良
事
業
（
中

山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
・
内
牧
地
区
）
の
計
画
変
更
に
つ
い
て
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
六
十
八
号

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
十

六
号
）第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、勝
原
入
会
林
野
整
備
組
合
代
表
者
辻
勝
久
か
ら
申
請
の
あ
っ

た
勝
原
入
会
林
野
整
備
計
画
を
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
四
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
六
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
高
田
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
五
年
四
月
三
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

北

城
郡
当
麻
町
大
字
竹
内
六
八
六
番
地
ノ
五
の
一
部
及
び
六
八
六
番
地
ノ
六

二

申
請
者
氏
名

橋
本
徳
男

三

申
請
者
住
所

北

城
郡
当
麻
町
大
字
五
五

番
地

四

道
路
の
幅
員

四
・

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

三
三
・
七
五
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

七

指
定
番
号

高
土
第
一
四

六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

株
式
会
社
太

陽

桜
井
市
三
輪
一
七

一

二

株
式
会
社
太

陽

桜
井
市
三
輪
一

七
一

二

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
陽

だ
ま
り

北

城
郡
新
庄
町

笛
吹
五

一

有
限
会
社
陽

だ
ま
り

北

城
郡
新
庄

町
笛
吹
五

一

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
か

わ
い

桜
井
市
大
福
二
四

二

一

在
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
マ
ザ
ー

ズ

桜
井
市
大
福
二

四
二

一

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
ハ

ー
ト

高
市
郡
高
取
町
兵

庫
一
三

二

介
護
ハ
ー
ト

高
市
郡
高
取
町

兵
庫
一
三

二

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

株
式
会
社
太

陽

桜
井
市
三
輪
一
七

一

二

株
式
会
社
太

陽

桜
井
市
三
輪
一

七
一

二

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
陽

だ
ま
り

北

城
郡
新
庄
町

笛
吹
五

一

有
限
会
社
陽

だ
ま
り

北

城
郡
新
庄

町
笛
吹
五

一

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
か

わ
い

桜
井
市
大
福
二
四

二

一

在
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
マ
ザ
ー

ズ

桜
井
市
大
福
二

四
二

一

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
ハ

ー
ト

高
市
郡
高
取
町
兵

庫
一
二
九

一

介
護
ハ
ー
ト

高
市
郡
高
取
町

兵
庫
一
三

二

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

株
式
会
社
ニ

チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
二

九

ア
イ
リ
ス
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

天
理

天
理
市
川
原
城

町
三

三

二

山
本
ビ
ル
二

階

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

社
会
福
祉
法

人
都
祁
村
社

会
福
祉
協
議

会

山
辺
郡
都
祁
村
藺

生
一
九
二
二

八

社
会
福
祉
法

人
都
祁
村
社

会
福
祉
協
議

会
身
体
障
害

山
辺
郡
都
祁
村

藺
生
一
九
二
二

八

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

者
居
宅
介
護

事
業
所

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

株
式
会
社
太

陽

桜
井
市
三
輪
一
七

一

二

株
式
会
社
太

陽

桜
井
市
三
輪
一

七
一

二

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
陽

だ
ま
り

北

城
郡
新
庄
町

笛
吹
五

一

有
限
会
社
陽

だ
ま
り

北

城
郡
新
庄

町
笛
吹
五

一

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
か

わ
い

桜
井
市
大
福
二
四

二

一

在
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
マ
ザ
ー

ズ

桜
井
市
大
福
二

四
二

一

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

有
限
会
社
ハ

ー
ト

高
市
郡
高
取
町
兵

庫
一
二
九

一

介
護
ハ
ー
ト

高
市
郡
高
取
町

兵
庫
一
三

二

居
宅
介
護

平
成
十
五

年
四
月
十

五
日

社
会
福
祉
法

五
條
市
島
野
町
七

嚶
鳴
学
院

五
條
市
島
野
町

短
期
入
所

平
成
十
五



大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

法

と
い
い
ま
す
。
）
附
則
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公

告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
団
体
名
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
所
在
地
）
並
び
に
意

見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で
に

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

中
村
屋
東
生
駒
店

所
在
地

生
駒
市
壱
分
町
八
三
の
六

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

小
売
業
者
名

中
村
屋

（
変
更
前
）
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

（
変
更
後
）
開
店
時
刻

変
更
な
し

閉
店
時
刻

午
前
零
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

（
変
更
後
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

（
変
更
前
）
二
箇
所
（
敷
地
北
東
側
）

（
変
更
後
）
二
箇
所
（
敷
地
北
側
）

三

届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日

四

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

五

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で

六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

奈
良
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下

条
例

と
い
い
ま
す
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
度
改
良
普
及
員
資
格
試
験
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

試
験
期
間

平
成
十
五
年
七
月
九
日
（
水
）
及
び
同
月
十
日
（
木
）

二

試
験
場
所

奈
良
市
登
大
路
町
六
の
二

奈
良
県
文
化
会
館

三

試
験
の
方
法
及
び
項
目

試
験
は
、
筆
記
試
験
及
び
口
述
試
験
と
し
ま
す
。

筆
記
試
験
は
、
択
一
式
又
は
記
述
式
試
験
及
び
論
文
試
験
の
方
法
に
よ
り
、
次
の
項
目
に
つ
い

て
行
い
ま
す
。

択
一
式
又
は
記
述
式
試
験

必
須
項
目
は
、
教
育
概
論
及
び
農
業
概
論
と
し
ま
す
。

選
択
項
目
と
し
て
次
の
表
の
選
択
項
目
か
ら
二
項
目
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

人
嚶
鳴
学
院

四
五

七
四
五

年
四
月
十

五
日

必

須

項

目

教
育
概
論
、
農

業
概
論
（
農
業

技
術
概
論
、
農

政
事
情
、
農
業

作
物
、
園
芸
、
畜
産
、
土
壌
肥
料
、
植
物
病
理
及
び
昆
虫
、
農
業
機

械
及
び
施
設
、
植
物
育
種
、
生
命
工
学
、
生
物
化
学
、
食
品
化
学
及

び
食
品
加
工
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
、
農
業
経
済
、
家
庭
経
済
、
会

計
学
、
労
働
科
学
、
栄
養
学
、
建
築
及
び
住
居
、
農
村
計
画
、
生
活

選

択

項

目



論
文
試
験

右
の
表
の
選
択
項
目
の
う
ち
か
ら
一
項
目
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
択
一
式
又
は
記

述
式
試
験
で
選
択
し
た
項
目
と
重
複
し
て
選
択
で
き
ま
す
。

口
述
試
験
は
、
社
会
常
識
そ
の
他
改
良
普
及
員
と
し
て
必
要
な
能
力
に
つ
い
て
行
い
ま
す
。

四

受
験
資
格

条
例
第
四
条
及
び
第
五
条
に
該
当
す
る
者

五

受
験
手
続

提
出
書
類

奈
良
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
十
七
号

）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

提
出
先

奈
良
市
登
大
路
町
三

番
地

奈
良
県
農
林
部
農
業
振
興
課
総
合
振
興
グ
ル
ー
プ

受
付
期
間

平
成
十
五
年
五
月
八
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
木
）
ま
で

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
除
き
ま
す
。

（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日
付
け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付

け
ま
す
。
）

そ
の
他

受
験
願
書
を
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
八
十
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
の

上
、
封
筒
の
表
に

改
良
普
及
員
資
格
試
験
願
書
在
中

と
朱
書
し
、
書
留
郵
送
と
し
て
く
だ
さ

い
。

六

受
験
票
の
交
付

願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
者
に
受
験
票
を
交
付
し
ま
す
。

七

受
験
手
数
料

二
千
六
百
円
（
奈
良
県
収
入
証
紙
二
千
六
百
円
分
を
受
験
願
書
に
は
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
）

八

合
格
者
の
発
表
等

合
格
者
の
発
表
は
、
試
験
実
施
後
一
月
以
内
に
行
い
、
奈
良
県
公
報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
合

格
者
に
は
合
格
を
通
知
し
、
合
格
証
書
を
交
付
し
ま
す
。

九

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
奈
良
県
農
林
部
農
業
振
興
課
に
お
い
て
受
け
付
け
ま
す
。

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

測
量
の
目
的

基
本
測
量
（
一
等
磁
気
測
量
）

二

測
量
の
地
域

吉
野
郡
十
津
川
村

三

測
量
の
期
間

平
成
十
五
年
九
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
ま
で

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

測
量
の
目
的

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
測
量
）

二

測
量
の
地
域

吉
野
郡
大
塔
村

三

測
量
の
期
間

平
成
十
五
年
五
月
七
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

測
量
の
目
的

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
技
術
調
査
及
び
設
置
作
業
）

二

測
量
の
地
域

添
上
郡
月
ヶ
瀬
村
、
宇
陀
郡
御
杖
村
、
吉
野
郡
天
川
村
及
び
川
上
村

三

測
量
の
終
了
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
三
条
第

一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三
に
欄
の
五
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

経
営
、
生
活
経

営
）

福
祉
、
社
会
学
、
統
計
情
報
及
び
情
報
処
理



事
が
大
和
都
市
計
画
区
域
（
奈
良
市
、
橿
原
市
及
び
生
駒
市
の
区
域
を
除
き
ま
す
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
吉
野
三
町
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
に
お
け
る
容
積
率
、
建
ぺ
い
率
及

び
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に
係
る
数
値
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

公
聴
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
対
象
地
域

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

日

時

場

所

対

象

地

域

平
成
十
五
年
六
月

三
日
（
火
）

午
後
一
時
三
十
分

か
ら

（
大
和
高
田
会
場
）

奈
良
県
広
域
地
場
産

業
振
興
セ
ン
タ
ー

大
和
高
田
市
幸
町
二

三
三

大
和

都
市

計
画

区
域

大
和
高
田
市
、
五
條
市
、
御
所
市
、
香

芝
市
、
北

城
郡
新
庄
町
、
当
麻
町
、

上
牧
町
、
王
寺
町
、
広
陵
町
及
び
河
合

町

平
成
十
五
年
六
月

五
日
（
木
）

午
後
一
時
三
十
分

か
ら

（
天
理
会
場
）

天
理
市
民
会
館

天
理
市
川
原
城
町
七

三
九
番
地

大
和
郡
山
市
、
天
理
市
、
桜
井
市
、
生

駒
郡
平
群
町
、
三
郷
町
、
斑
鳩
町
、
安

堵
町
、
磯
城
郡
川
西
町
、
三
宅
町
、
田

原
本
町
、
宇
陀
郡
大
宇
陀
町
、
菟
田
野

町
、
榛
原
町
、
高
市
郡
高
取
町
及
び
明

日
香
村

平
成
十
五
年
六
月

九
日
（
月
）

午
後
一
時
三
十
分

か
ら

（
下
市
会
場
）

下
市
観
光
文
化
セ
ン

タ
ー

吉
野
郡
下
市
町
下
市

三

七
一
番
地

吉
野

三
町

都
市

計
画

区
域

吉
野
郡
吉
野
町
、
大
淀
町
及
び
下
市
町

二

指
定
案
の
概
要

容
積
率

建
ぺ
い
率

前
面
道
路
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
建
築
物

の
各
部
分
の
高
さ
の

制
限

隣
地
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
建
築
物

の
各
部
分
の
高
さ

の
制
限

指
定
し
よ
う
と
す
る
区
域

の
面
積

十
分
の

八

十
分
の
三

勾
配

一
・
二
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

約
三
、
七
三
五

十
分
の

八

十
分
の
四

勾
配

一
・
二
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

十
分
の

十

十
分
の
四

勾
配

一
・
二
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

十
分
の

八

十
分
の
五

勾
配

一
・
二
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

十
分
の

十

十
分
の
六

勾
配

一
・
二
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

十
分
の

二
十

十
分
の
六

勾
配

一
・
二
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

十
分
の

二
十

十
分
の
七

勾
配

一
・
二
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

十
分
の

二
十

十
分
の
七

勾
配

一
・
五

二
十
メ
ー
ト
ル

勾
配
一
・
二
五

十
分
の

十
分
の
七

勾
配

三
十
一
メ
ー
ト
ル

約
一
九

約
一
、
一
五
五

約
二
、
八
五
五

約
一
一

約
一
八
、
五
九
九

約
一
五
七

約
六

八

約
四
五
、
九
七



三

指
定
案
に
関
す
る
図
書
の
閲
覧

二
に
関
す
る
関
係
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
及
び
都
市
計
画
区
域
内
の
市
町
村
（
奈
良
市
、

橿
原
市
及
び
生
駒
市
を
除
き
ま
す
。
以
下

関
係
市
町
村

と
い
い
ま
す
。
）
都
市
計
画
担
当
課
に

お
い
て
、
平
成
十
五
年
五
月
十
三
日
（
火
）
か
ら
公
聴
会
開
催
の
日
の
前
日
ま
で
一
般
の
閲
覧
に
供

し
ま
す
。

四

公
述
申
出
書
の
提
出
の
方
法
及
び
提
出
期
限

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
（
関
係
市
町
村
の
住
民
そ
の
他
の
利
害
関
係
者

に
限
り
ま
す
。
）
は
、
公
述
申
出
書
に
指
定
案
に
つ
い
て
の
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
を
具
体
的

に
記
載
し
、
大
和
高
田
会
場
で
公
述
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日
（
火

）
ま
で
に
、
天
理
会
場
で
公
述
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
同
月
二
十
九
日
（
木
）
ま
で
に
、
下
市

会
場
で
公
述
を
希
望
す
る
者
に
あ
っ
て
は
同
年
六
月
二
日
（
月
）
ま
で
に
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課

（
奈
良
市
登
大
路
町
三

番
地
）
に
必
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

五

公
述
人
の
選
定
及
び
通
知

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か

ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
た
者
と
し
ま
す
。

六

公
聴
会
の
開
催
の
中
止

そ
れ
ぞ
れ
の
会
場
に
お
い
て
、
公
述
申
出
書
を
提
出
す
る
者
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
公
聴
会
の

開
催
を
中
止
し
ま
す
。

七

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

奈
良
県
土
木
部
建
築
課
（
電
話

七
四
二

二
七

七
五
六
八
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
第
七

七
二
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
四
月
二
十
四
日
第
五
八
三
三
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
四
月
二
十
四
日
第
三
七
五
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

香
芝
市
畑
三
丁
目
八
八
七
番
地
ノ
一
、
八
八
八
番
地
、
八
八
九
番
地
ノ
一
、
八
九

番
地
、
八
九

一
番
地
ノ
一
、
八
九
二
番
地
ノ
一
、
八
九
二
番
地
ノ
五
、
八
九
三
番
地
、
八
九
四
番
地
ノ
一
、
八
九

五
番
地
ノ
一
、
八
九
五
番
地
ノ
五
、
九
三
四
番
地
、
九
三
五
番
地
、
九
三
七
番
地
、
九
三
八
番
地
及

び
九
四
一
番
地

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
宮
原
町
二
丁
目
一
九
番
四
号

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役

藤
原
秀
次
郎

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
園

香
芝
市
畑
三
丁
目
八
九
四
番
地
ノ
一
、
八
九
五
番
地
ノ
一
及
び
八
九
五
番
地
ノ
五
の
各
一

部
一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
十
月
二
十
一
日
第
七

八
四
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
第
五
八
三
二
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
四
月
二
十
三
日
第
三
七
五
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市

本
町
四
九
二
番
地
ノ
一
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市

本
町
一
五
三
番
地
ノ
二

有
限
会
社

ハ
ウ
ジ
ン
グ
シ
カ
ヤ

代
表
取
締
役

木
山
た
づ
子

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

橿
原
市

本
町
四
九
二
番
地
ノ
一
の
一
部

公
園

橿
原
市

本
町
四
九
二
番
地
ノ
一
の
一
部

下
水
道

橿
原
市

本
町
四
九
二
番
地
ノ
一
の
一
部

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

四
十

一
・
五

勾
配
二
・
五



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
二
月
二
十
六
日
郡
土
第
一

四
五
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
四
月
十
七
日
郡
土
第
三
五
八
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
四
月
十
七
日
郡
土
第
一
一

号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

生
駒
郡
斑
鳩
町
法
隆
寺
一
丁
目
一
一
八
三
番
地
ノ
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
府
堺
市
向
陵
東
町
二
丁
一
三
番
一
八
号

株
式
会
社
ニ
ッ
タ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

村
井
康
祐

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

生
駒
郡
斑
鳩
町
法
隆
寺
一
丁
目
一
一
八
三
番
地
ノ
三
の
一
部

水
路

生
駒
郡
斑
鳩
町
法
隆
寺
一
丁
目
一
一
八
三
番
地
ノ
三
の
一
部

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
下
北
山
村
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ

っ
た
。平

成
十
五
年
五
月
二
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

田

中

義

雄

名

称

所

在

地

上
桑
原
公
民
館

吉
野
郡
下
北
山
村
大
字
上
桑
原
一
三
四
八
番
地


